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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 464,200株
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式。
単元株式数は100株であります。

 

(注) １　平成26年４月７日（月）開催の取締役会決議によります。

２　本募集とは別に、平成26年４月７日（月）開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式3,096,000株

の一般募集（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式6,439,800株のその他の者に対する割当（以下

「その他の者に対する割当」という。）を予定しております。一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、

464,200株を上限として、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である三井物

産株式会社（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出

し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。なお、当該売出数は

上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売

出しが全く行われない場合があります。

本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う

第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。オーバーアロットメントによる売出し

が行われる場合は、当社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに

係る株式数（以下「上限株式数」という。）を上限に、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以下「グ

リーンシューオプション」という。）を、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終

了日の翌日から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）を行使期限として付

与します。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集及びオーバーアロットメントによる

売出しの申込期間終了日の翌日からグリーンシューオプションの行使期限までの間（以下「シンジケートカ

バー取引期間」という。）、上限株式数の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け

（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けら

れた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、Ｓ

ＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らな

い株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当

社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は

一部を借入株式の返還に充当する場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、シンジケートカ

バー取引により買付けた株式数及び安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還

に充当する場合における当該株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本

第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は

一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する

場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオー

バーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については、平成26年４月15日（火）から平成26年４月17日（木）までの間のいずれかの日

（以下「発行価格等決定日」という。）に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われな

い場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。した

がって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第

三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケート

カバー取引も行われません。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 464,200株 1,044,987,472 522,493,736

一般募集 ― ― ―

計（総発行株式） 464,200株 1,044,987,472 522,493,736
 

(注) １　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連

してＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先

との関係等は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当株数 464,200株

払込金額 1,044,987,472円

割当予定先の
内容

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の役職氏名 取締役社長　　久保　哲也

資本の額 100億円

事業の内容 金融商品取引業等

大株主 株式会社三井住友銀行　100％

当社との関係

出資関係

当社が保有している割当予
定先の株式の数
（平成26年２月28日現在）

―

割当予定先が保有している
当社の株式の数
（平成26年２月28日現在）

13,800株

取引関係 一般募集の主幹事会社

人的関係 ―

当該株券の保有に関する事項 ―
 

２　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ

れない場合があります。

３　発行価額の総額は、払込金額の総額であります。

４　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金

の額を減じた額とします。

５　発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成26年３月28日（金）現在の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(2) 【募集の条件】

発行価格（円）
資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定
（注）１

未定
（注）１

100株
平成26年５月23日（金）

（注）２
該当事項は
ありません

平成26年５月26日（月）
（注）２

 

(注) １　発行価格及び資本組入額については、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額及び資本組

入額とそれぞれ同一の金額とします。

２　申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決

定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、一般募集における申込期間の繰り上

がりに応じて繰り上げることがあります。申込期間が最も繰り上がった場合は「平成26年５月20日（火）」

となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「平成26年５月21日（水）」となりますのでご注意ください。

３　全株式をＳＭＢＣ日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

４　上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。

５　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に

発行価格を払込むものとします。

 

(3) 【申込取扱場所】

店名 所在地

三井海洋開発株式会社　本店（経営企画部） 東京都中央区日本橋二丁目３番10号
 

 

(4) 【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三井住友銀行　本店 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。
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４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

1,044,987,472 5,537,000 1,039,450,472
 

(注) １　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ

れない場合、上記金額は、変更されることとなります。

３　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成26年３月28日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当

社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額上限1,039,450,472円（本第三者割当増資における申込がすべて行われた場合の見込額）に

ついては、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集及びその他の者に対する割当の手

取概算額21,977,905,760円と合わせて、手取概算額合計上限23,017,356,232円について、全額を浮体式海洋石

油・ガス生産貯蔵積出設備(以下「FPSO」という。)のチャーター事業を営むために設立した各特別目的会社への

投融資資金に充当する予定です。具体的には、平成27年１月に11,152,000,000円（内、出資金5,576,000,000円、

貸付金5,576,000,000円）をCernambi Sul MV24 B.V.への投融資資金に、平成28年１月に11,700,000,000円（内、

出資金5,850,000,000円、貸付金5,850,000,000円）をCernambi Norte MV26 B.V.への投融資資金に、残額が生じ

た場合は、平成28年５月にT.E.N. Ghana MV25 B.V.への投融資資金（出資金）に充当する予定であります。

なお、各特別目的会社は当社からの投融資資金をそれぞれのFPSOのチャーター事業に要する資金へ充当する予

定であります。

また、上記手取金は、実際の充当時期までは平成26年12月末を弁済期日とした、当社の特別目的会社である

Cernambi Sul MV24 B.V.のFPSOの建造資金としての短期貸付金へ充当する予定であり、弁済期日以降、各特別目

的会社への充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく予定であります。

なお、各特別目的会社の概要は以下のとおりであります。

名称 住所 操業国 主要な事業の内容
当社持株
比率

連結/
持分法

Cernambi Sul MV24 B.V. オランダ ブラジル

平成27年１月操業開始予定の
FPSOのチャーター事業
（ブラジル沖合プレソルト層
下油田セルナンビ・サウス鉱
区向け）

25.0％ 持分法

Cernambi Norte MV26 B.V. オランダ ブラジル

平成28年１月操業開始予定の
FPSOのチャーター事業
（ブラジル沖合プレソルト層
下油田イラセマ・ノース鉱区
向け）

25.0％ 持分法

T.E.N. Ghana MV25 B.V. オランダ ガーナ
平成28年５月操業開始予定の
FPSOのチャーター事業
（ガーナ沖T.E.N.油田向け）

25.0％ 持分法
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第２ 【売出要項】

　　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

三井海洋開発株式会社(E01725)

有価証券届出書（参照方式）

 6/14



第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。
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第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

照してください。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第28期（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）　平成26年３月28日関東財務局長に提出

 

２ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成26年４月７日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成26年３月28日

に関東財務局長に提出

 

第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類であります第28期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券

報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成26年４月７日）までの間において変更及び追加すべき事項が生

じておりません。下記の「事業等のリスク」は当該有価証券報告書に記載された内容を一括して記載したものであり

ます。

また、当該有価証券報告書には、将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出

書提出日（平成26年４月７日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もあり

ません。

　

事業等のリスク

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　

(1) 業績の変動要因について

①　プロジェクト１件当たりの受注高が多額であること

海洋油田の規模や石油生産量に対応して、浮体式海洋石油・ガス生産設備は大型化する傾向にあります。当社

がFPSO等の建造を行う場合の受注額は、最近におきましては１件につき１千億円を超える大規模なものとなって

おります。

FPSO等の建造には２年から３年を要しますが、工事進行基準にて計上する売上高は、特定の事業年度に集中す

ることが多くなります。従って、受注または進行中のプロジェクトの販売形態、数、受注規模及びFPSOを保有す

る事業会社への出資比率によって、当社グループの業績は大きく変動する可能性があります。

②　石油開発会社の開発動向

原油価格の高値圏での推移が続いていることから石油開発会社の開発投資に対する意欲は高く、海洋油田の発

見が探査の行われていなかった大水深海域に拡大していることを背景として、浮体式海洋石油・ガス生産設備の

稼働数及び発注数は増加してきました。

しかしながら、原油価格の下落が続いた場合や、海洋油田が所在する国や地域における政治・経済等の情勢が

著しく変化して原油価格が変動、低迷するような場合には、石油開発会社の投資動向が影響を受ける可能性があ

ります。石油開発会社が投資を縮小する場合、まず探鉱活動に対する投資から着手しますが、長期にわたって市

況が低迷すると開発投資を縮小することになり、当社グループもその影響を受ける可能性があります。
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③　進行中のプロジェクトの中断等によるリスクについて

当社グループが石油開発会社に提供しているFPSO等のリース、チャーター及びオペレーションに関わるサービ

スは、契約期間も長期にわたっており、安定した収入を期待できる事業であります。

操業を行っている海域における台風等の自然災害や、鉱区を保有する国の政情などによってサービスの提供が

中断するリスクについては、客先である石油開発会社との契約において当社グループの免責を明文化することや

保険の付保といった手段によって当社グループに損害が及ばないように努めております。

しかしながら、事前に予期することが困難な事態の発生によってプロジェクトが中断した場合には、当社グ

ループの業績に一時的な影響を及ぼす可能性があります。

④　為替変動の影響について

当社グループは海外での事業を中心としており、連結売上高に占める海外売上高の割合は平成25年12月期にお

いてほぼ100%となっています。

販売先やFPSO等の建造工事に係る仕入先及び外注先など取引先の多くは海外の企業であるため、事業上の取引

及び資金収支の大半は米ドルを中心とした外貨によっております。従って、取引やその決済収支において為替変

動による影響を直接受けることはありません。

しかしながら、決算上は外貨建ての資産・負債、収益・費用を円貨に換算する割合が大きいため、決算日にお

ける為替相場の変動は連結決算上の円貨換算額に影響を与える可能性があります。

　

(2) 財務内容について

FPSO等の浮体式海洋石油・ガス生産設備の建造にあたっては多額の資金を要するほか、これを当社グループが保

有して石油開発事業者にリース、チャーターを行う場合は、そのリース、チャーター期間が10年を超えるなど建造

資金の回収に長期間を要することになります。

当社グループはこうした事業資金を主に借入金によって調達しているため、平成25年12月末における連結ベース

の借入金残高は26,504百万円で、負債純資産合計に占める割合は12.3％となっております。

当社グループでは金利スワップを用いるなど金利変動リスクの低減に努めておりますが、金利の変動によって当

社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

また、今後もFPSO等に係る新規プロジェクトを開始する場合には、新たに資金調達を行う必要があります。当社

グループは、プロジェクトの推進にあたり総合商社をはじめとする事業パートナーとの連携によって資金負担の低

減を図るほか、プロジェクトファイナンスの利用によるリスクの遮断も行う方針であります。

しかしながら、入札にあたって所要資金を十分に調達することが困難であったり、金利等の資金調達条件が悪化

した場合には、プロジェクトの受注及び収益性に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) PETROBRAS社による訴訟の提起について

当社グループは、平成９年３月にブラジルのMARITIMA PETROLEO ENGENHARIA LTDA（MARITIMA社）が受注し、当社

が共同受注者として参画したFPSOプロジェクトに関して、ブラジルにおいてPETROBRAS社より訴訟の提起を受けてお

ります。

訴状によれば、PETROBRAS社はMARITIMA社が本プロジェクトに関して外部業者への支払不履行を起こした際、プロ

ジェクトの遅延を懸念してこれらの費用を立て替えて支払ったが、MARITIMA社がこの費用の返還請求に応じなかっ

たため、同社と同社の子会社であるMARITIMA OVERSEAS, INC.及び共同受注者であった当社に対する返還請求訴訟を

提起した、とされております。

当社グループは訴訟の対象となっているプロジェクトにおいて所掌業務を問題なく完了しており、問題とされて

いる取引に関与していないこと、また受注に際してMARITIMA社と締結した契約において所掌業務以外の事項に関す

る当社の免責を確認していること等により、当社グループには支払い義務がないものと認識しております。

なお、PETROBRAS社による返還請求額は42,465千米ドル及び資金返還日までの金利相当額であります。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

三井海洋開発株式会社　本店

（東京都中央区日本橋二丁目３番10号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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第五部 【特別情報】

 

該当事項はありません。
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